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１．検察審査会制度















最高裁事務総局が検察審査会を管轄

１．検察審査会の規則・規定の作成（刑事局）
２．検察審査会制度に関する法律・政令の制定に関する法務省との
交渉・調整
３．検察審査会事務局職員の人事（人事局）
事務職員(裁判所事務官）の任命、異動、報酬の決定等
４．検察審査会の予算管理
５．検察審査会の経理事務 （所在地の地方裁判所）
６．検察審査会が使うツール（審査員くじ引きソフト等）作成（経理局）
７．検察審査会事務局への指示・通達（刑事局）
８．検察審査会関係の広報（広報課）
９．元検察審査員15000人を組織化（全国検察審査協会連合会）

※全国165の検察審査会事務局の所在地は各地の地方裁判所
検察審査会事務局はルーティン業務しか行わない
審査員の選定、審査員の召集、審査会議開催、議決結果報告等



３．小沢検審起訴議決の経緯とその影響
① 10年2月、東京地検特捜部は政治資金規正法違反で告発された
小沢氏を嫌疑不十分で不起訴。
② 10年2月、市民団体がこの「不起訴」決定に対して東京第五検察
審査会に不服を申し立て。
③ 4月27日、第１段階の審査で、11人の審査員が全員「起訴相当」
議決。
④ 9月14日、第２段階の審査で、「起訴相当」議決。
⑤ 11年1月、指定弁護士により小沢氏強制起訴。
⑥ 12年4月、 東京地裁無罪判決。
⑦ 12年5月、指定弁護士が高裁に上告。
⑧ 12年11月12日 高裁で無罪判決。

この間、小沢氏は政治活動を大きく制約された。
「刑事被告人」を理由に小沢氏を排除した民主党は総選挙で惨敗。
小沢氏も少数野党の党首に転落。

“検審強制起訴議決は日本の政治を大きく変えた”大事件



４．議決当初からあった「架空議決」疑惑

疑惑１：迅速すぎる議決
9月8日、主要６紙が「小沢事件の2回目審査が本格化した。10月
下旬に議決が出る公算」と報道。（朝日新聞9月8日記事参照）
その6日後の小沢氏が出馬した代表選の日（9月14日）の投票30
分前に「起訴相当」議決。
議決の発表は、20日も経った10月4日。
→審査会議が開かれていたら、急きょの議決はできない

疑惑２：怪しい審査員平均年齢発表
検審事務局は2回目の議決を行った審査員平均年齢を30.9歳と

発表したが、 「若すぎる」と指摘され、37歳の人を足し忘れたとし
て33.91歳と修正。 「37歳の足し忘れだと33.91歳にならない」と指
摘され、34.55歳と再修正。１回目議決の平均年齢も34.55歳と修正。
→本当の審査員がいたら、3度の言い直しはない
→１回目と２回目が３４．５５歳になる確率は１００万回に1回しか
ない。恣意的に(画面上の）審査員を決めたからに他ならない。



読売、毎日、日経、産経、東京新聞も同じ内容の記事掲載



５．私達市民の調査活動とその結論
石川克子氏（「市民オンブズマンいばらぎ」事務局長）ととも

に、検審事務局そしてそれを直轄する最高裁事務総局に何度も足
を運び疑惑を追及。検審事務局、最高裁、検察庁、東京地裁、会
計検査院に情報公開請求。

現場での調査、資料分析等から以下の結論
・小沢検審は開かれていなかった
・検察審査員は存在しなかった
・小沢強制起訴は『架空議決』だった
・『架空議決』を主導したのは最高裁事務総局だった
この調査経緯および結果を発表
・ブログ『一市民が斬る！』（http://civilopinions.main.jp/）
・『最高裁の罠』（2012年末上梓）
・週刊ポスト4月5日号『小沢一郎を「刑事被告人」にした
「検察審査会」新たな重大疑惑』 と題した署名記事
・外国特派員協会（ＦＣＣＪ）にリリース
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3月25日読売新聞、朝日新聞の「週刊ポスト」広告





週刊ポスト4月5日号





外国特派員協会（ＦＣＣＪ）に関連情報リリース

2013年5月7日、以下の文書、ＣＤＲ、著作を各80部
リリース

文書
・『小沢一郎を刑事被告人にした「検察審査会」（最高裁が直轄）
に重大疑惑』（英文及び日本文）
・ウォルフレン教授のカバーレター（英文及び和訳）
・週刊ポスト4月5日号『小沢一郎を刑事被告人にした 「検察審査
会」新たな重大疑惑』（志岐武彦署名記事）

ＣＤＲ
上記文書をPDF化
『最高裁が画策した「小沢検審架空議決」』PDF54枚
著作
『最高裁の罠』



ウォルフレン教授のカバーレター（抜粋）
『小沢一郎を刑事被告人にした「検察審査会」重大疑惑』（英文）

をFCCJへリリースするにあたり、カバーレターを頂いた。
（ブログ『一市民が斬る！』に全文掲載）
カバーレター（抜粋）
『 世界がまるで気付かないうちに、全世界的にももっとも興味深
い政治上の出来事が起こった。

……
しかし、話にはまだ続きがある。２名のごく普通の一般市民が、
日本の記者たちがとっくの昔にやらなくなってしまった地道な取
材を重ねて、司法当局の間に驚くべき不正があったという証拠を
見つけ出した。小沢起訴相当という市民による決定とされる採決
が小沢氏に政策決定の力を握らせないように当局がその大半を
ねつ造したものだったことを、二人の調査結果は示唆している。

……

カレル・ヴァン・ウォルフレン 』



６．「審査員は存在しない」「架空議決」
と結論付けた８つの理由

理由１：9月8日「これから審査が本格化。議決は10月末の公算」と
主要6紙一斉報道。ところが一度も審査会議なく9月14日議決。

理由２：怪しい「審査員日当旅費支払手続」
（2度も不自然なまとめ払い）

理由３：東京第五検審での小沢事件審査の議決結果等が、第一検審
のそれと違いすぎる

理由4：斉藤検察官は「議決前」に検審に説明に行っていない
理由５：最高裁・検審事務局は、検察審査会・審査員情報を一切開示

しない
理由６：偽造文書多数作成 （架空議決だからアリバイ作り必要）
理由７：審査員の声が全く聞こえない
理由８：東京第三検審「二階俊博議員の西松ダミー献金事件」も

「架空議決」



理由１：9月8日「これから審査が本格化。議決は
10月末の公算」と主要6紙が一斉報道。
ところが、一度も審査会議なく9月14日議決。

「歳出支出証拠書類」から読み取れる「審査会議開催日」

審査会議日 8月4日 8月10日 8月24日 8月31日 9月6日 9月14日 9月28日 10月4日

所要日数 9 27 13 6 7 3 3 9

発議日 8月13日 9月6日 9月6日 9月6日 9月13日 9月17日 10月1日 10月13日

支払予定日8月30日 9月15日 9月15日 9月15日 9月24日 9月27日 10月8日 10月20日

 参照　　審査員日当旅費支払手続フロー
 　　　　　歳出支出証拠書類
　 　　　　朝日新聞10月5日、読売新聞10月6日の議決発表記事

        　　（「9月に入り平日頻繁に集まった」と報道）



 　　 「審査員日当旅費支払」の流れ
　審査員 検審事務局  東京地裁 会計検査院

請求書作成

請求書押印 　　　→ 請求書
振込口座連絡 債主内訳書作成

支出負担行為即支出決定決議書作成
　（副） 　　（正）

　　　↓
管理者承認印

       支払手続
        ↓
　      （振込）

　　　　　↓

        歳出支出証拠書類（印あり）
　　↓
歳出支出証拠書類（印なし） (正）保存
　　↓

（副）保存

ひとつの発議で２通りの伝票

支払発議



請求書は全て偽造？

「画面上の審査員」
情報から作成

審査員（？）は押印
するだけ

請 求 書



このお金はどこに？（振込先書き換えれば還流可能）

振込先

振込口座
支払金額

債主内訳書



発議年月日

支払予定年月日

・「決議書」を2通作成
・承認印をもらうのは１通のみ
「承認印あり」を会計検査院に
「承認印なし」を地裁用に
（次ページ）
→2通りの「決議書」が存在
（債主内訳書も２通り）

（会計検査院保存）

支出負担行為即支出決定決議書



・承認印がない 「決議書」
（地裁保存）

（東京地裁保存）

発議年月日

支払予定年月日

支出負担行為即支出決定決議書



「歳出支出証拠書類」の表紙



「歳出支出証拠書類」の表紙

何故平日頻繁に集まらなければならないのか。
仕事を持っている人が平日頻繁に集まれるのか。
審査員日当請求書からみると1回も集まっていない。

「斉藤検査官が9月上旬説明に
行った」としているが、これ
も嘘

嘘だらけの記事（審査補助員らの口述を作文？）



9月8日「これから審査が本格化する。議決は10月末」と報道
したのによくぞこんな記事が書ける

記者は4日10時に集まることをどうして知ったのか？
アリバイ作りのため検審側が呼んだ？
一室に入っていったのはさくら？



理由２：怪しい「審査員日当旅費支払手続」
（2度も不自然なまとめ払い）

発議まで9日以上かかっているのが７回
4月1日に４回分、9月6日に３回分まとめて発議
（傳田元東京第五検審事務局長談「請求書は審査当日あるいは翌日地裁に届ける」）

審査員がいたら審査日ごとに発議されるはず →審査員存在せず

  審査日(請求書提出日）～発議日(支払伝票作成日）

審査会議日 3月9日 3月16日 3月23日 3月30日 4月6日 4月13日 4月20日 4月27日

所要日数 23 16 9 2 6 3 2 3

発議日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月12日 4月16日 4月22日 4月30日

支払予定日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月19日 4月26日 4月30日 5月12日

会議会議日 5月11日 5月25日 6月8日 6月22日 7月13日 7月27日 8月4日

所要日数 6 3 3 2 7 6 9

発議日 5月17日 5月28日 6月11日 6月24日 7月20日 8月2日 8月13日

支払予定日 5月24日 6月4日 6月21日 6月30日 7月27日 8月10日 8月30日

会議会議日 8月10日 8月24日 8月31日 9月6日 9月14日 9月28日 10月4日

所要日数 27 13 6 7 3 3 9

発議日 9月6日 9月6日 9月6日 9月13日 9月17日 10月1日 10月13日

支払予定日 9月15日 9月15日 9月15日 9月24日 9月27日 10月8日 10月20日



審査員が実在すれば日当は遅滞なく支払われる

審査会議日から一週間以内に発議されている

　東京第一検審（捏造報告書事件を審査した24年5月～12月）

 審査日(請求書提出日）～発議日(支払伝票作成日）
審査会議日 5月8日 5月24日 6月14日 6月28日 7月12日

所要日数 2 4 4 5 1

発議日 5月10日 5月28日 6月18日 7月3日 7月13日

支払予定日 5月17日 6月1日 6月25日 7月10日 7月20日

審査会議日 7月26日 8月2日 9月13日 9月27日 10月4日

所要日数 1 5 5 5 5

発議日 7月27日 8月7日 9月18日 10月2日 10月9日

支払予定日 8月3日 8月14日 9月25日 10月9日 10月16日

審査会議日 10月11日 10月25日 11月6日 11月22日 12月13日

所要日数 7 1 3 6 4

発議日 10月18日 10月26日 11月9日 11月28日 12月17日

支払予定日 10月25日 11月2日 11月16日 12月5日 12月21日



東京第五検審（平成21年5月設立）での審査（第一回目）
容疑事実：「陸山会が小沢議員に借りた4億円」の04年収支

報告書虚偽記載
議決結果：起訴相当（11人が全員が賛成したとの発表）
審査員平均年齢：34.55歳（男女人数公表できず、架空審査員）
日当旅費支払：まとめ処理あり

東京第一検審（昭和23年設立）での審査
容疑事実：「陸山会が小沢議員に返した4億円」の07年収支

報告書虚偽記載
議決結果：不起訴不当（事実上“起訴しなくてもよい”という結論）
審査員平均年齢：49.3歳（男性4名、女性7名）
日当旅費支払：審査日ごとに処理
・東京第五検審だけの審査だと架空議決を悟られてしまうため、
「審査員を抱える東京第一検審」に審査を割り振った。
・関連事件は同じ検審に割り振っていたのに（二階事件参照）

理由３ 東京第五検審での小沢事件審査の議決
結果等が、第一検審でのそれと違いすぎる



東京第五検察審査会　小沢事件一回目審査（22年3月～4月）
「陸山会が小沢議員に借りた4億円」の04年収支報告書虚偽記載に関する容疑
審査開催日 3月9日 3月16日 3月23日 3月30日 4月6日 4月13日 4月20日 4月27日

審査内容     定例 初回審査    小沢    小沢    小沢    小沢 　　小沢 　議決

参加人数 14 13 14 11 13 14 12 15

所要日数 23 16 9 2 6 3 2 3

発議日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月12日  4月16日 4月22日 4月30日

支払予定日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月19日 4月26日 4月30日 5月12日

※3月9日、16日、23日、30日の4日分を4月1日まとめて伝票作成

東京第一検察審査会　小沢事件審査（22年５月～7月）
「陸山会が小沢議員に返した4億円」の07年収支報告書虚偽記載に関する容疑
審査開催日 5月11日 5月20日 5月27日 6月3日 6月10日 6月17日 6月24日 7月1日

審査内容 定例 初回審査 小沢 小沢 小沢 定例 小沢 小沢
参加人数 19 15 18 17 14 18 15 12

所要日数 3 6 4 7 5 5 11 5

発議日 5月14日 5月26日 5月31日 6月10日 6月15日 6月22日 7月5日 7月6日

支払予定日 5月21日 6月2日 6月7日 6月17日 6月22日 6月29日 7月12日 7月13日

審査開催日 7月8日 7月15日 7月22日

審査内容 　議決 議決書確認 定例

参加人数 14 14 16

所要日数 4 5 5
発議日 7月12日 7月20日 7月27日

支払予定日 7月20日 7月27日 8月3日



理由４：斉藤検察官は「議決前」に検審に説明に
行かなかった（「議決後」に行った）

検察審査会法41条
「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出
席し意見を述べる機会を与えなければならない」

・民間人Ａ氏が「2010年9月28日、東京地検庁舎１階で斉藤隆博東京特捜副部長
(検察官)に会った。その時斉藤氏が『これから検審に小沢さんの不起訴理由の説
明に行く』と話した」と森ゆうこ議員他に伝える。(森議員は国会でこれを追及）

・検察庁に検察官の「出張管理簿」を開示請求したところ、斉藤氏が審査期間の
8月1日～9月14日に検察審査会に赴いた記録なし。
参照：出張管理簿（253枚のうち3枚呈示）

・最高裁、検審事務局、検察庁に、斉藤氏がいつ説明に行ったかが分かる文書の開
示を求めたが、いずれの部署も開示を拒否

検察官の説明を受けてからでないと議決できない。
9月14日議決日の前に検察官が検審に説明に行っていないという
ことは、「9月14日起訴議決」は嘘。即ち「架空議決」。



歳出支出証拠書類上の9月上旬審査会日は9月6日のみ。斉藤隆博の名前なし

※1本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地内及び100㎞
未満の出張について、出張日毎に作成の上、すみやかに総務課に提出する。



森ゆうこ議員の質問に対し、法務省刑事局が虚偽の回答

“法務省は最高裁を庇って嘘を吐いた”



佐久間特捜部長の、7月2日、東京地裁、徒歩出張

上位職階者は氏名がマスキングされない



斉藤隆博副部長の、4月2日、東京地裁、徒歩出張



理由５：検審事務局及び最高裁は、審査員・審査
会議情報の開示を全て拒否

審査会議開催日、開催回数、会議室名、審査員・審査員候補者
の「生年月」など、秘密でもなく、個人情報でもない情報も一切開示
しない。

開示通知文書と称して、真っ黒に塗りつぶした文書を開示
・検察審査員候補者名簿
・検察審査員及び補充員選定録
・補欠の審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録
・審査事件票（議決された後に作成される事件のまとめ）

※最高裁および検審事務局には、不服請求できる制度がない。

・実体がないから開示できない
・既開示情報と食い違うから開示できない



「『日』をマスキングし『生年月』だけでも開示を」と請求したが、
全面マスキング



「『日』をマスキングし『生年月』だけでも開示を」と請求したが、
全面マスキング



「臨時の選定録」の開示請求に対し、開示された文書

項目までマスキングなので枠内に何が書かれているか全くわからず



前ページ「黒塗り帳票」は下記様式を黒塗りしたものだった

３つの会議録と
臨時の選定録
を兼ねた帳票

会議出席者？

会議内容？

2011年初め「検察審査会で使う帳票類」様式を請求した際開示された



22年度東京第五検審「審査事件票」33枚の中の2枚目
（2012年市民請求）

綴じ穴跡あり

市民が請求したものは記入部分を全て
マスキングしている。
文書間の区別が付かなくなったため番
号を打ったとのこと。



22年度東京第五検審「審査事件票」33枚の中の2枚目
（2011年森ゆうこ議員請求）

綴じ穴跡なし

マスキングせず開示したのは、審査会議が開かれた如く見せかけるため。
綴じ穴がないところをみると、森議員に見せるため偽造したのか？



理由６： 偽造文書多数作成
（架空議決だからアリバイ作りが必要）

1） 「審査員日当旅費請求書」の偽造？（お金は環流？）
2） 「審査事件票」の偽造？
3） 「審査員候補者名簿」の偽造（週刊ポスト4月5日号に記事）
1年後に同じ文書を開示請求したら、前と違う文書を開示してきた
平成22年1群名簿 2012年開示 綴じ穴なし 2012/2/15印字

2013年開示 綴じ穴あり 2009/11/9印字

２文書は別もの どちらかが偽造
両方偽造 22年度名簿は作成しなかった？

（開示のためだけに作成？）
参考
平成21年4群名簿 2012年開示 綴じ穴あり 2008/11/11印字

2013年開示 綴じ穴あり 2008/11/11印字

２文書は外見上同一とみられる



綴じ込み穴なし 2012/2/15に
プりントアウト

2012年開示請求



綴じ込み穴あり 2009/11/9に
プリントアウト

2013年開示請求

ここも違う



綴じ込み穴あり 2008/11/11に
プリントアウト

2012年開示請求



綴じ込み穴あり 2008/11/11に
プリントアウト

2013年開示請求



理由７：小沢検審に係った審査員・補充員が存在
したとするとその数は44人。
その審査員の声はひとつもない。

議決に至るまでそして議決後も、不可思議な情報やありえない
情報が多数流された。

もし44名が本当に存在したのなら「事実はこうだ」と声を上げる
者がいるはず。
3年近くが経過した現在もそうした声はゼロ。



理由８：東京第三検審で審査された 「二階俊博
議員の西松建設ダミー事件」も架空議決

「二階俊博議員の西松ダミー献金事件」の概要

検察は、小沢氏の「西松建設ダミー献金」で小沢議員の大久保隆
規秘書を起訴。
同じように西松建設から献金を受けていた二階俊博自民党議員
ならびに関係者は不起訴。
これを不服とした市民団体が東京第三検審に2件の申し立て。
それぞれ09年の6月16日と7月21日に、「不起訴不当」の議決。

「起訴相当」が強制起訴になるのに対し、「不起訴不当」は強制
起訴を伴わず、事実上“起訴しなくてもよい”という結論。



「二階事件も架空議決」と結論付けた理由

① 09年3月、当時の自公政権の漆間官房副長官が、自民、民主
両党の政治家が関与した「西松献金疑惑」に対し「自民党までは
波及しない」と発言。
最初から“二階氏は起訴しない”という結論？

② 報道によると、2つの事件はいずれも「1日」で審査・議決。
政治資金規正法違反は判断が難しく、かつ「ダミー献金」という
複雑な疑惑はについて１日で審査し議決するのは難しい。

③ 7月21日議決日の「審査員日当旅費請求書」が存在しない
参照：東京第三検審における「審査会議日」



議決日の「審査員日当旅費請求書」存在せず

東京第三検審「歳出支出証拠書類」から読める審査会議日(21年５～８月）

事件１議決日 事件２議決日

（6月4日申立） （6月29日申立）

審査会日 5月19日 6月2日 6月16日 7月7日 （7月21日） 8月5日 8月18日

所要期間 3 7 6 2 5 2

発議日 5月22日 6月9日 6月22日 7月9日 請求書なし 8月10日 8月20日

支払予定 5月29日 6月16日 6月29日 7月17日 8月18日 8月27日

　※東京第三検察審査会は、21年5月に新設された

　7月21日(議決日）の「審査員日当旅費請求書」が存在しないことの確認
　　・会計検査院に５月～７月に発議した「歳出支出証拠書類」を開示請求
　　・東京地裁に８月に発議した「歳出支出証拠書類」を開示請求
　　→いずれの中にも7月21日「請求書」なし（「請求書」を作りそびれた？）



７．最高裁は如何に「架空議決」をしたか、
国民を騙したか

１） 最高裁の事前準備

① 検察審査会法を改正(2度の起訴相当議決で強制起訴）
改正の目的：「権力側にとって不都合な者」を抹殺するため
密室性を高める：審査員等が「評議の秘密」を洩らしたときの

罰則強化
※素人の市民に起訴権を与えるのは問題ではないか。

② 2009年5月、最高裁は東京第三、第四、第五、第六検察審査
会を新設。(従前は東京第一、東京第二の二つ）
事務局員２～３人の審査会を4つ増やした
それぞれの審査会は独立しており、別々の検察審査員で審査



③ 不正操作可能な審査員選定クジ引きソフト開発

従前までガラガラポン抽選器を使っていたものを、2009年8月
急ぎ開発。

イカサマ機能装備
・審査員候補者として、名簿記載のない人をハンドで入力可能
・くじ引き前に、入力されている審査員候補者を自在に消除可能
・「選定ボタン」を押すと、候補者データの全てが消える
(保存機能なし）

→くじ引き担当者が「都合のよい人」を「審査員」あるいは「画面上
の審査員」にすることができる。

→審査員平均年齢が２回とも 34.55歳になったのはこのイカサマ
機能を使って審査員を決めたから



補者をハンド入力可能

くじ引き担当が事由欄にレ点を入れることで候補者を消除できる



２） 検察審査会事務局のアリバイ作り
（審査員がいて審査会議が開かれた如く見せかける）
① 「画面上の審査員」準備
2009年2月から審査員選定時期を迎えるたび、東京第五検審用の
「画面上の審査員・補充員」をイカサマソフトを使い恣意的に決めた。
「画面の審査員・補充員」にはその旨を告知せず。
② 2010年2月、小沢事件を東京第五検審に割り振り
小沢事件以外の案件も東京検審に割り振り。
③ 東京第五検審事務局は、割り振られた事件に対し「架空の審査
会議日程」を作成
④東京第五検審事務局は、「架空の審査会議日」がくるたび、「画面
上の審査員」の個人情報とを組み合わせて、偽「審査員日当旅費
請求書」を作成
⑤小沢事件及びその他事件について、「架空の議決日」がくると、
偽「審査事件票」を作成
⑥ 9月8日、検審関係者は「これから審査が本格化し、議決が10月
末になる」と「架空予定」をリークし、主要6紙がこれを一斉に報道



3） 「架空議決日」を9月14日に急遽早めた

① 9月8日リーク直後、民主党幹部が「代表選開票前に議決したこと
にしてほしい」と要請（？）
最高裁も「もし小沢氏が総理になったら、その後の架空起訴議決は
できない」と判断し、「架空議決日」を9月14日に前倒し。

② 議決日を急遽早めたことで、議決前に検察官を呼ぶアリバイ工
作が不能になり、9月28日に斉藤検察官を検察審査会に呼んだ。
斉藤検察官は議決したことを知らず、用意された人達に説明。

③10月4日、「9月14日に議決した」と発表
（急遽の議決をさとられないため、発表を遅らせた）

④急遽の議決を取り繕うため、読売・朝日に「9月に入って平日頻繁
に審査会議を開いた」など嘘の情報をリーク。



４） 捏造報告書流出と捏造報告書誘導説を流布
で、「審査員がいた」と思わせた

① 検察は、最高裁の意を受け（？）、何者かに捏造報告書を提供。
② 小沢判決直前、 何者かは週刊朝日に持ち込み、週刊朝日が
これを記事に。

③ 小沢判決直後、何者かはロシアサーバーを通し、検察を追及し
ている活動家八木啓代氏宛に流出。
④ 八木氏らは「起訴議決は捏造報告書の誘導による」として検察
追及を強めた。
⑤ 森ゆうこ議員は自著『検察の罠』の冒頭で、『この議決は検察
当局の捜査報告書の「捏造」という犯罪によって誘導されたもの
である』と述べた。

国民、識者、議員達は、『最高裁の罠』に気づか
ない（？）


